
第８８号議案 

 

     八王子市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例設定

について 

 

 八王子市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するも

のとする。 

 

  平成２６年９月８日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

 （八王子市保健所関係手数料条例の一部改正） 

第１条 八王子市保健所関係手数料条例（平成１９年八王子市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 



改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 申請等手数料 ２ 申請等手数料 

   事務 名称 金額     事務 名称 金額  

 １～６ 

６ 

（略） （略） （略）    １～６ 

６ 

（略） （略） （略）   

６７ 

 

 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律（昭和３５

年法律第１４５号）

第４条第１項の規定

に基づく薬局開設の

許可の申請に対する

審査 

薬局開設許可申

請手数料 

１件につき  

34,100円 
６７ 薬事法（昭和３５年

法律第１４５号）第

４条第１項の規定に

基づく薬局開設の許

可の申請に対する審

査 

薬局開設許可申

請手数料 

１件につき  

34,100円 

 ６８ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第４条第４

項の規定に基づく薬

局開設の許可の更新

の申請に対する審査 

薬局開設許可更

新申請手数料 

１件につき  

12,700円 

  ６８ 薬事法第４条第４項

の規定に基づく薬局

開設の許可の更新の

申請に対する審査 

薬局開設許可更

新申請手数料 

１件につき  

12,700円 

 

 ６９ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第１２条第

１項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可申請手数料 

１件につき  

7,200円 

  ６９ 薬事法第１２条第１

項及び薬事法施行令

（昭和３６年政令第

１１号）第８０条第

１項第１号の規定に

基づく薬局製造販売

医薬品（同令第３条

第３号に規定する薬 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可申請手数料 

１件につき  

7,200円 

 



 行令（昭和３６年政

令第１１号）第８０ 

条第１項第１号の規

定に基づく薬局製造

販売医薬品（同令第

３条に規定する薬局

製造販売医薬品をい

う。以下同じ。）の

製造販売業の許可の

申請に対する審査 

    局製造販売医薬品を

いう。以下同じ。） 

の製造販売業の許可

の申請に対する審査 

   

７０ 

 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第１２条第

２項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施

行令第８０条第８項

の規定に基づく薬局

製造販売医薬品の製

造販売業の許可の更

新の申請に対する審

査 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可更新申請手

数料 

１件につき  

4,400円 

７０ 薬事法第１２条第２

項及び薬事法施行令

第８０条第４項の規

定に基づく薬局製造

販売医薬品の製造販

売業の許可の更新の

申請に対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

許可更新申請手

数料 

１件につき  

4,400円 

７１ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第１３条第

１項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施 

行令第８０条第１項 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

申請手数料 

１件につき  

13,800円 

７１ 薬事法第１３条第１

項及び薬事法施行令

第８０条第１項第２

号の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の

製造業の許可の申請

に対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

申請手数料 

１件につき  

13,800円 



 第２号の規定に基づ

く薬局製造販売医薬

品の製造業の許可の

申請に対する審査 

        

７２ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第１３条第

３項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施

行令第８０条第８項

の規定に基づく薬局

製造販売医薬品の製

造業の許可の更新の

申請に対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

更新申請手数料 

１件につき  

7,600円 

７２ 薬事法第１３条第３

項及び薬事法施行令

第８０条第４項の規

定に基づく薬局製造

販売医薬品の製造業

の許可の更新の申請

に対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造業許可

更新申請手数料 

１件につき  

7,600円 

７３ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第１４条第

１項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施

行令第８０条第１項

第１号の規定に基づ

く薬局製造販売医薬

品の製造販売品目の

承認の申請に対する

審査 

薬局製造販売医

薬品製造販売品

目承認申請手数

料 

１件につき  

140円 

７３ 薬事法第１４条第１

項及び薬事法施行令

第８０条第１項第１

号の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の

製造販売品目の承認

の申請に対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造販売品

目承認申請手数

料 

１件につき  

140円 

 

７４ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び 

薬局製造販売医

薬品製造販売品 

１件につき  

140円 

７４ 薬事法第１４条第９

項及び薬事法施行令 

薬局製造販売医

薬品製造販売品 

１件につき  

140円 



 安全性の確保等に関 

する法律第１４条第

９項及び医薬品、医

療機器等の品質、有

効性及び安全性の確

保等に関する法律施

行令第８０条第１項

第１号の規定に基づ

く薬局製造販売医薬

品の製造販売品目の

一部変更の承認の申

請に対する審査 

目一部変更承認 

申請手数料 

   第８０条第１項第１ 

号の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の

製造販売品目の一部

変更の承認の申請に

対する審査 

目一部変更承認 

申請手数料 

  

７５ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第２４条第

１項の規定に基づく

医薬品の販売業の許

可の申請に対する審

査 

医薬品販売業許

可申請手数料 

１件につき  

34,100円 

 

 

７５ 薬事法第２４条第１

項の規定に基づく医

薬品の販売業の許可

の申請に対する審査 

医薬品販売業許

可申請手数料 

１件につき  

34,100円 

 
 

７６ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第２４条第

２項の規定に基づく

医薬品の販売業の許

可の更新の申請に対

する審査 

医薬品販売業許

可更新申請手数

料 

１件につき  

12,700円 

７６ 薬事法第２４条第２

項の規定に基づく医

薬品の販売業の許可

の更新の申請に対す

る審査 

医薬品販売業許

可更新申請手数

料 

１件につき  

12,700円 

 

７７ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び 

安全性の確保等に関

する法律第３９条第 

高度管理医療機

器等販売業又は 

貸与業許可申請

手数料 

１件につき 

 
 

34,100円 

 

７７ 薬事法第３９条第１

項の規定に基づく高 

度管理医療機器等の

販売業又は賃貸業の 

高度管理医療機

器等販売業又は 

賃貸業許可申請

手数料 

１件につき  

34,100円 

 



 １項の規定に基づく 

高度管理医療機器等

の販売業又は貸与業

の許可の申請に対す

る審査 

    許可の申請に対する 

審査 

    

７８ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律第３９条第

４項の規定に基づく

高度管理医療機器等

の販売業又は貸与業

の許可の更新の申請

に対する審査 

高度管理医療機

器等販売業又は

貸与業許可更新

申請手数料 

 

 

 

 

 

１件につき  

12,400円 

７８ 薬事法第３９条第４

項の規定に基づく高

度管理医療機器等の

販売業又は賃貸業の

許可の更新の申請に

対する審査 

高度管理医療機

器等販売業又は

賃貸業許可更新

申請手数料 

 

１件につき 

 

 

12,400円 

 

 

７９ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第１

条の５の規定に基づ

く薬局開設の許可証

の書換え交付の申請

に対する審査 

薬局開設許可証

の書換交付申請

手数料 

１件につき  

2,500円 
     

８０ 

 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第１

条の６第１項及び第

２項の規定に基づく

薬局開設の許可証の

再交付の申請に対す

る審査 

薬局開設許可証

の再交付申請手

数料 

１件につき  

3,500円 

 

     

８１ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び 

薬局製造販売医

薬品製造販売業 

１件につき  

2,400円 
７９ 薬事法施行令第５条

第１項及び第４項並 

薬局製造販売医

薬品製造販売業 
１件につき 

 

 

2,400円 



 安全性の確保等に関

する法律施行令第５

条第１項及び第４項

並びに第１２条第１

項及び第４項の規定

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

業又は製造業の許可

証の書換え交付の申

請に対する審査 

又は製造業許可

証書換交付申請

手数料 

   びに第１２条第１項

及び第４項の規定に

基づく薬局製造販売

医薬品の製造販売業

又は製造業の許可証

の書換え交付の申請

に対する審査 

又は製造業許可

証書換交付申請

手数料 

  

８２ 

 

 

 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第６

条第１項及び第５項 

並びに第１３条第１

項及び第５項の規定

に基づく薬局製造販

売医薬品の製造販売

業又は製造業の許可

証の再交付の申請に

対する審査 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

又は製造業許可

証再交付申請手

数料 

１件につき  

3,400円 

８０ 

 

 

 

薬事法施行令第６条

第１項及び第５項並

びに第１３条第１項

及び第５項の規定に

基づく薬局製造販売 

医薬品の製造販売業

又は製造業の許可証

の再交付の申請に対

する審査 

薬局製造販売医

薬品製造販売業

又は製造業許可

証再交付申請手

数料 

１件につき  

3,400円 

 

８３ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第４

５条の規定に基づく

医薬品の販売業の許

可証の書換え交付の

申請に対する審査 

医薬品販売業許

可証の書換交付

申請手数料 

１件につき  

2,500円 

８１ 薬事法施行令第４５

条の規定に基づく薬

局開設又は医薬品の

販売業の許可証の書

換え交付の申請に対

する審査 

薬局開設許可証

又は医薬品販売

業許可証の書換

交付申請手数料 

１件につき  

2,500円 

８４ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関 

高度管理医療機

器等販売業又は

貸与業の許可証 

１件につき  

2,400円 

８２ 薬事法施行令第４５

条の規定に基づく高

度管理医療機器等の 

高度管理医療機

器等販売業又は

賃貸業の許可証 

１件につき  

2,400円 



 する法律施行令第４

５条の規定に基づく

高度管理医療機器等

の販売業又は貸与業

の許可証の書換え交

付の申請に対する審

査 

の書換交付申請

手数料 
  

 

 販売業又は賃貸業の

許可証の書換え交付

の申請に対する審査 

の書換交付申請

手数料 
  

 

８５ 

 

 

 

 

 

医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第４

６条第１項及び第２

項の規定に基づく医

薬品の販売業の許可

証の再交付の申請に

対する審査 

医薬品販売業許

可証の再交付申

請手数料 

１件につき  

3,500円 

８３ 

 

 

 

 

 

薬事法施行令第４６

条第１項及び第２項

の規定に基づく薬局

開設又は医薬品の販

売業の許可証の再交

付の申請に対する審

査 

薬局開設許可証

又は医薬品販売

業許可証の再交

付申請手数料 

 

 

 

１件につき 

 

 

 

 

 

 

3,500円 

 

８６ 医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び

安全性の確保等に関

する法律施行令第４

６条第１項及び第２

項の規定に基づく高

度管理医療機器等の

販売業又は貸与業の

許可証の再交付の申

請に対する審査 

高度管理医療機

器等販売業又は

貸与業の許可証

の再交付申請手

数料 

１件につき  

3,400円 

 

８４ 薬事法施行令第４６

条第１項及び第２項

の規定に基づく高度

管理医療機器等の販

売業又は賃貸業の許

可証の再交付の申請

に対する審査 

高度管理医療機

器等販売業又は

賃貸業の許可証

の再交付申請手

数料 

１件につき  

3,400円 

 

８７～ 

１０３ 

（略） （略） （略）  

 

 

８５～ 

１０１ 

（略） （略） （略） 

  

  
第２条 八王子市保健所関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 



  別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 申請等手数料 ２ 申請等手数料 

   事務 名称 金額     事務 名称 金額  

 １～ 

１００ 

（略） （略） （略）    １～ 

１００ 

（略） （略） （略）  

１０１ （略） （略） （略）  １０１ （略） （略） （略） 

     １０２ 東京都動物の愛護及 

び管理に関する条例

（平成１８年東京都

条例第４号）第２１

条第１項の規定に基 

づく犬又は猫の引取

り 

犬の引取手数料 

 

生後９１日以上で体 

重が５０キログラム

以上 １頭につき 

5,800円 

生後９１日以上で体 

重が５０キログラム

未満 １頭につき 

3,000円 

生後９１日未満 １

頭につき 

600円 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

猫の引取手数料 生後９１日以上 １

匹につき 

3,000円 

生後９１日未満 １

匹につき    

600円 

１０３ 東京都動物の愛護及

び管理に関する条例

第２１条第３項、第

２２条第１項又は第

２３条第１項の規定

に基づく引取り又は

収容した動物の返還 

返還に要する費

用 

 

１頭、１匹又は１羽

につき 

3,200円 

飼養管理に要す

る費用 

１頭、１匹又は１羽 

につき１日当たり 

680円 

 

  



   附 則 

 この条例中第１条の規定は平成２６年１１月２５日から、第２条の規定は平成

２７年４月１日から施行する。 


